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労働時間管理の 適正化の推進について 

労働時間管理の 適正化については、 平成 1 3 年 4 月 6 日付け 基登 第 3 3 9 号「労働 

時間の適正な 把握のために 使用者が講ずべき 措置に関する 基準について」 a 以下「労働 

時間適正把握基準」という。 ) 0 周知登底にっき、 各都道府県労働局において 積極的な 

取組がなされているところであ るが、 最近の厳しい 経済情勢、 雇用失業情勢を 背景 

に、 いわゆるサービス 残業の問題に 対する国民の 関心は、 より一層高くなっており、 監 

督 行政としてほ、 労働時間適正把握基準等に 基づき労働時間管理の 適正化を重点課題 

として、 積極的に取組を 進めるとともに、 労働時間適正把握基準の 施行状況を適宜把 

握しておくことが 必要となっている。 

このため、 引き続き労働時間適正把握基準の 周知登底に努めるとともに、 下記によ 

り こ 労働時間適正把握基準及び 平成 1 4 年 2 月 1 2 日付け 基 登第 0212001 

号 「過重労働による 健康障害防止のための 総合対策について」等に 基づく過重労働 対 

策を重点事項とする 監督指導を実施し、 その施行状況の 把握を行 う こととしたので 遺 

憾なきを 期 きれた い 。 

一 

- 己 

こ 計画している 一般労働条件確保。 改善対策に係る 定期監督 

低賃金、 家内労働を主眼とする 監督を除く。 ) を 実施する 場 

合 においては、 労働時間適正把握基準の 遵守状況及び 過重労働対策も 重点事項の一つ 

としてその実態を 確認し、 関連通達に基づき 確実に必要な 指導を行 う とともに、 別添 

様式の監督付表を 作成すること。 

いては、 署において作成しだ 監督付表の写を 取りまとめ、 

でに本省監督 課 あ て報告すること。 



労働時間管理の 適正化に関する 監督付表 

  ) 局 (   
1  事業場の属， 陸 

事業場卒 

業 種 大分類 中分類 小分類 

( 報告例規 ) 出 。 
禾 

労働者数 1 一 9  1 0 一 29 3 0 一 4 9 5 0 一 9 9 1 0 0 一 2 9 9 3 0 0 

人 / Ⅰ ノ Ⅰ / Ⅰ ノ Ⅰ 人以上 

企業全体の ユー 9  1 0 一 29 3 0 -4 9 5 0 一 9 9 Ⅰ 0 0@ 2 9 9 3 0 0 

労働者数 ノ Ⅰ / Ⅰ ノ Ⅰ ソ Ⅰ 人 人以上 

労働組合の有無 過半数組合あ り   過半数組合なし 労働組合なし 

2  労働時間管理の 方法 ( 該当するものに 0 を付すること。 部署等によって 違う場合は複数回 
答可 。 ) 

① 自己申告 制 
② 使用者が自ら 現認することにより 確認し、 記録 
③ タイムカードを 基礎に確認し、 記録 

④ IC カード、 ID カードを基礎に 確認し、 記録 

⑤ パソコン入力を 基礎に確認、 し 、 記録 

⑥ その他 ( 

3  法違反等の状況 ( 該当するものに 0 を付すること。 ) 
(1) 何らかの 法 違反の有無   

ヱ 月 " 無 
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4  労働時間管理適正化基準に 係る状況 ( 該当するものに 0 を付すること。 ) 
(1) 労働時間管理適正化基準に 係る指導 票 交付の有無 

@ 圭壬 

(2) 「 有 」の場合の指導事項 

基準 2 の 基準 2 の 基準 2 の 基準 2 の 基準 2 の 基準 2 の 

(1) 関係 (3) ア関 (3) イ関 (3) ウ関 C5) 関係 (6) 関係 

ィ @ 糸 イて 糸 ィ系 ，、 

指導事項 
う ち自己申告 制 
対象労働者に 係 

るォ旨襲事 あ り 

5  平成 1 4 年 2 月 1 2 日付け 基監登 第 02 1 200 1 号 、 基安井 登 第 02 丁 200 1 号「過 

重労働 l. こ よる健康障害防止のための 総合対策の具体的な 実施 @. こ当 だって留意すべき 事項につい 

て 」の記の 5 の (3) に基づく指導状況 ( 該当するものに 0 を付すること。 ) 

① 別添 1 の指導文書交付 ② 川添 2 の指導文書交付 ③ " ずれの指導文書も 交付せず 


